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令和８年第１回杵築市議会定例会の開会にあたり、冒頭ひとことご

挨拶を申し上げます。 
後ほど当初予算の概要の中で詳しく説明申し上げますが、第３次杵

築市総合計画に基づく「めざすまちの姿」の達成のために、令和８年

度一般会計当初予算では、必要な事業に取り組んでまいります。「み

んなで『くらし』を守る 安心あふれるまちづくり」の取組として、

杵築市立地適正化計画において、都市機能誘導区域に位置付けている

ＪＲ杵築駅周辺の活性化を目指し、課題の整理や活用方法等を検討す

る基本構想を策定します。次に、「みんなで『にぎわい』を生み出す 

活力あふれるまちづくり」の取組として、城下町地区における市が保

有する文化施設などを活用した、宿泊施設等の整備による活性化を図

るため、官民連携等の導入可能性調査を実施します。さらに、「めざ

すまちの姿」の１つである「みんなで『みらい』を育む 希望あふれ

るまちづくり」の取組として、電子図書館を導入します。これにより、

障がいのある子どもや障がいのある方、高齢の方など、図書館への来

館が難しい利用者にも読書の機会を提供できる環境が整備され、さら

に、ＧＩＧＡスクール構想による１人１台端末を活用するなど、こど

もの読書活動を推進してまいります。そのほか、引き続き、国の物価

高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した物価高騰対策事業を

実施するとともに、第３次杵築市総合計画に基づく新規事業や事業費

の拡充を行っていきます。令和８年度は、第３次杵築市総合計画の２

年目となります。物価高の影響もありますが、今後も計画に掲げる将

来像の実現を加速するため、事業を進めてまいります。 
さて、市では物価高騰対策として「きつき物価高騰対策お買物券 」、

「杵築市物価高対応子育て応援手当」及び「きつきプレミアム商品券 
」の準備を進めています。 

１つ目の「きつき物価高騰対策お買物券」は、物価高騰が続く中、

市民の皆様の生活を支援するため、市民の皆様全員に１人５千円分の
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お買物券を郵送します。手続不要で、４月１日から使用可能です。３

月下旬の発送を予定しておりますが、「対象者 」、 「郵送方法 」、 「 
使用期間」等につきましては、市報、市公式ウェブサイトなどでご確

認ください。 
 ２つ目の「杵築市物価高対応子育て応援手当」は、物価高の影響を

強く受けている子育て世帯を支援するため、児童手当対象のお子さん

１人につき、２万円を支給します。市から令和７年９月分児童手当を

受け取られた方は申請不要となっており、今月２７日に児童手当受給

口座に振込いたします。また、新たにお子さんが生まれた方や公務員

の方など、市から児童手当を受けられていない方は、申請が必要とな

りますのでお気を付けください。「申請期限」や「申請方法」などに

違いがありますので、詳細につきましては、こちらも市報、市公式ウ

ェブサイトなどでご確認ください。 
３つ目の「きつきプレミアム商品券」は、物価高騰の影響を受けて

いるご家庭や事業者の方への緊急支援を行うため、１冊１万円で、３

千円分のプレミアムが付いた商品券を販売いたします。申込状況によ

り、調整となる可能性はありますが、前回より冊数を増やし、１世帯

当たり７冊まで購入可能となっております。事前申込をされた方は、

４月１５日から購入及び使用ができますので、この機会にぜひ、ご検

討ください。詳細につきましては、戸別郵送される事前申込チラシ、

市公式ウェブサイトなどでご確認ください。 
今後も国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」等を活用

し、物価高の影響を受けている市民の皆様への更なる支援に取り組ん

でまいります。 
 
それでは、議案第１号から議案第９号までの令和８年度各会計当初

予算の概要について、順次説明を申し上げます。 

各会計別では、一般会計１９５億７，０００万円、ケーブルテレビ
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事業特別会計ほか３つの特別会計合計で、８７億４，７６７万７千円、

水道事業会計ほか３つの公営企業会計の収益的支出と資本的支出の合

計で、７５億１，８０７万９千円としました。 

全て合わせますと、３５８億３，５７５万６千円の予算規模となり

ます。 

 

はじめに、令和８年度杵築市一般会計予算について申し上げます。

予算の総額は、前年度比２．８％、５億３，０００万円増の１９５億

７，０００万円です。 

 

まず、歳入ですが、市税については、個人市民税の伸び率を勘案し、

前年度比０．１％、４３８万６千円増の３０億５，０３９万円としま

した。 

地方交付税については、国の地方財政対策を考慮し、前年度比１．

４％、１億円増の７０億５，０００万円としました。 

基金繰入金については、財政調整基金繰入金２億円、市有施設整備

基金繰入金１，９３０万円、地域活力創出基金繰入金３億１，９２０

万円、ふるさと杵築応援基金繰入金３億８，３１７万５千円などを計

上しています。財政規律ガイドラインに示す目標数値の遵守に努め、

効果的な事業充当を行い、財政収支の均衡を図っています。 

 

次に、歳出ですが、賃上げや物価高騰の影響等を加味した上で、令

和７年度から開始した第３次総合計画に掲げる将来像の実現を加速す

るための予算編成としています。 

それでは、主な事務事業について、款を追って、説明を申し上げま

す。 

まず、総務費では、城下町観光と城下町地区の活性化を図るため、

官民連携等の導入可能性調査を実施する経費、万博を契機とした国際
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交流を継続的に取り組む国際交流事業、集落の維持や活性化を図るた

めに集落支援員を配置する経費を新たに計上しました。また、上地区

コミュニティセンター建設に係る経費を計上するとともに、少子化対

策として、結婚新生活をスタートする世帯への支援に係る経費、子育

て世代を支援する健やか子育て支援事業、すくすく子育て応援事業を

引き続き計上しています。 

 

民生費では、物価高騰対策として、物価高騰の影響を受けている障

がい者福祉施設や保育・子育て支援施設への支援に係る経費を新たに

計上しました。また、障がい者自立支援給付事業、子ども・子育て支

援給付事業、こども園等給食費無償化事業などを計上しています。 

 

衛生費では、物価高騰対策として、物価高騰の影響を受けている高

齢者施設等への支援に係る経費を新たに計上しました。また、市民の

健康な生活を確保する予防接種事業、生活習慣病予防・重症化予防を

目的とした健康教育・相談事業、妊産婦や乳幼児を養育する母親のメ

ンタルヘルス向上を図る妊産婦・子育て女性の健幸づくり事業などを

計上しています。 

 

農林水産業費では、本市の基幹産業である一次産業の振興のため、

後継者対策として新規就農者及び親元就農者に対する支援事業や就農

希望者に技術習得させる就農支援研修等強化事業、肉用牛農家・酪農

農家の生産性や収益性の向上を図るための施設整備事業や、園芸作物

の栽培施設整備に対する助成等も継続して予算計上しています。 

また、地域活性化センターの水稲播種
は し ゅ

プラント改修に係る経費、守

江湾のアサリ等を含めた資源の回復を図るため、守江湾の水質調査に

係る経費、新規漁業就業者の確保及び定着促進を図る新規漁業就業者

育成支援事業を新たに計上しました。 
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耕地事業については、中山間地域等直接支払事業、多面的機能支払

交付金事業、県施行農業土木事業に要する経費を継続計上しています。 

 

商工費では、市内企業の人材確保を目的として、人材紹介事業者を

仲介し、社員等を無期雇用する場合に対する補助金を新たに計上しま

した。 

また、市内特産品の商品開発促進を図るための経費、人材確保に取

り組む市内企業との協力による就職フェアに係る経費を継続計上し、

市内の観光振興を推進するため、新たにグルメをテーマとした商品開

発に係る観光協会への支援などを増額計上しています。 

 

土木費では、都市機能誘導区域に位置づけているＪＲ杵築駅周辺の

活性化を目指し、基本構想を策定する経費を新たに計上しました。 

また、道路・橋梁・トンネル・法面等の長寿命化に要する経費や県

営事業で実施する土木工事、急傾斜地崩壊対策事業、港湾・海岸施設

整備工事などの県営工事負担金を継続計上しています。 

 

消防費では、消防団が使用する小型ポンプ付積載車の購入費や消防

力の強化を図るための耐震性貯水槽新設工事費を引き続き計上するな

ど、市民の安全・安心を最優先とし、消防、防災事業を予算計上して

います。 

 

教育費では、図書館への来館が難しいこどもや高齢者、障がいをお

持ちの方などにも読書機会を提供する取組みとして電子図書を導入す

る経費、猛暑対策として自治公民館への家庭用エアコン設置に係る補

助、文化財指定を受けた地域の伝統芸能をこどもたちに継承するため、

衣装や小道具を更新する経費を新たに計上しました。 

このほか、市立幼稚園・小学校・中学校に通うすべてのこどもたち
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に無償で給食を提供するための経費、学校給食の質と量を確保するた

め、学校給食センター運営委員会に対して食材費の物価上昇分を補助

する経費、文化施設や体育施設等の整備費を計上しています。 

 

災害復旧費では、予期せぬ災害に迅速に対応するための経費と、令

和６年台風１０号の復旧に係る経費を計上しています。 

 

公債費では、市債限度額を定めた取組みや令和７年度実施の繰上償

還の影響により、市債の償還額が減少したため、元利償還額を減額し

た予算を計上しています。 

 

また、住民情報標準化システム共同アウトソーシングサービス手数

料、地域活性化センター水稲播種
は し ゅ

プラント改修工事、旧田嶋家保存解

体工事、旧田嶋家保存解体時調査委託業務の事務執行のため債務負担

行為を計上しています。 

 

全体として、物価高に影響を受けている市民及び事業者に配慮しつ

つ、第３次総合計画の将来像の実現を加速させるため、人口減少対策、

子育て世帯への支援、産業振興・雇用対策、地域活力の創出などの事

業に取り組んでまいります。 

 

以上、令和８年度一般会計予算について、その概要を申し上げまし

た。 

 

次に、令和８年度各特別会計及び各公営企業会計予算について申し

上げます。 

ケーブルテレビ事業特別会計については、前年度比１１３．８％、

６億４，４４０万１千円の増とし、歳入歳出総額を１２億１，０７２
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万５千円としました。ケーブルテレビ整備事業費については、民設に

よる早期の完成を目指すため、山香・大田地域の光ファイバ整備事業

に要する負担金７億５，２００万円を計上しました。 

 

国民健康保険特別会計では、前年度比１．１％、３，４５６万９千

円の減とし、歳入歳出総額を３１億６，８５３万３千円としました。

令和８年度から子ども・子育て支援金制度が創設されますが、被保険

者見込人数の減に伴い保険給付費が減少することから予算額は減額と

なっています。 

 

後期高齢者医療特別会計では、前年度比１１．２％、６，５７７万

３千円の増とし、歳入歳出総額を６億５，１２５万４千円としました。

被保険者見込人数の増や保険料の改定年度となること、子ども・子育

て支援金制度分の賦課が加わることにより、大分県後期高齢者医療広

域連合へ納付する保険料等の負担金が増額となっています。 

 

介護保険特別会計では、前年度比１．６％、６，１５２万７千円の

減とし、歳入歳出総額を３７億１，７１６万５千円としました。被保

険者見込人数の減に伴い、保険給付費等が減額となっています。 

 

水道事業会計では、新たに１地区への給水開始に伴う給水使用料の

増により、収益的収入を６億２，１６０万４千円としました。収益的

支出では、実績等に基づき薬品費の増額を見込むほか、維持管理方式

の見直しや水道事業認可申請補助業務が終了したため、５億７，７１

６万５千円としました。資本的支出では、浄水場更新工事や横城地区

水源井戸新設工事を含む８億２，２２０万２千円としました。収益的

支出と資本的支出の合計では、１３億９，９３６万７千円とし、前年

度比１８．４％、２億１，７３４万９千円の増となっています。 
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工業用水道事業会計では、収益的支出を９８３万２千円、資本的支

出を７７８万６千円としました。収益的支出と資本的支出の合計では、

１，７６１万８千円とし、前年度比７．２％、１３６万２千円の減と

なっています。 

 

下水道事業会計では、農業集落排水事業の維持管理適正化計画策定

に伴う国庫補助金の増により、収益的収入を８億１，００８万７千円

としました。収益的支出は、物価高騰等の影響による人件費や委託料

などの増により、７億９，５５５万９千円としました。資本的支出で

は、マンホールポンプ更新工事やストックマネジメント計画に基づく

杵築終末処理場の中央監視制御盤工事などを含む８億７，０５９万１

千円としました。収益的支出と資本的支出の合計では、１６億６，６

１５万円とし、前年度比２．５％、４，０１３万円の増となっていま

す。 

 

最後に、市立山香病院事業会計については、診療単価の引き上げに

よる入院収益、外来収益の増により、収益的収入を３７億９，５２８

万５千円としました。収益的支出では、給与費、薬品等の材料費など

の増により、３７億９，５２８万５千円としました。資本的支出では、

ＭＲＩ装置の更新、非常用発電機設置工事、医事システムの更新を含

む６億３，９６５万９千円としました。収益的支出と資本的支出の合

計では、４４億３，４９４万４千円とし、前年度比１１．５％、４億

５，７４１万６千円の増となっています。 

 

続きまして、議案第１０号から議案第１６号までの令和７年度各会

計補正予算について説明を申し上げます。 

 

8



 

はじめに、令和７年度杵築市一般会計補正予算（第１１号）ですが、

今回の補正は、事業費の確定及び決算見込みに伴う精算、国の補正予

算に関連する補助事業の計上、精算に伴う基金からの繰入の減額及び

基金への積立が主なものです。 

補正額としましては、８億３，１４１万６千円を減額し、補正後の

予算の総額を２１７億７，５４１万５千円とするものです。 

主なものを申し上げますと、まず歳入では、市民税の収入増が見込

まれるため、市税は３，４００万円増額しました。利子割交付金３２

０万円、地方消費税交付金７，９６０万円それぞれ増額を見込みまし

た。地方交付税については、追加交付２億７，２７８万２千円を計上

しました。そのほか、事業費の確定や決算見込み等の調整を行い、国

庫支出金を３億５，１２９万２千円、県支出金を８，７６９万３千円、

市債を２億３，５９０万円それぞれ減額しました。 

また、繰入金は、歳出額の減に応じて財政調整基金繰入額を１億３，

９０９万３千円減額しました。令和７年度末の基金残高の見込みは、

３０億７，００３万１千円となり、財政規律ガイドラインの目標であ

る基金残高２０億円以上を確保しています。 

 

歳出では、職員の早期退職者等の増により職員退職金を４，４２０

万２千円の増額、過疎バス運行補助金１，７６６万９千円の増額、戸

籍の附票に旧氏及び旧氏の振り仮名を記載するためのシステム改修費

３２３万１千円の増額、国の補正予算による採択に伴い、地籍調査費

６，４７１万１千円の増額、捕獲頭数が当初の見込頭数を上回る見通

しであるため、有害鳥獣捕獲事業３００万円の増額を追加計上しまし

た。 

ふるさと納税寄附金額の減額見込みにより、ふるさと寄附金特産品

贈答事業２億４万円の減額、自治体情報システム標準化における業務

システムの移行延期に伴い電算管理事業９，８０７万４千円の減額、
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事業費の決算見込みにより東山香地区コミュニティセンター整備事業

３，８５５万９千円の減額、事業の確定により、おおいた和牛生産向

上対策事業、県施行の農業土木事業、港湾・海岸施設整備事業は、減

額及び事業費を調整しています。災害復旧費については、農地等災害

復旧費１億２，８６０万４千円、公共土木施設災害復旧費３億３，６

０１万６千円を減額しました。 

 

地籍調査事業ほか８件については、年度内の完成が困難となること

から、令和８年度へ繰り越して実施するため、繰越明許費の設定を行

いました。また、令和７年第２回定例会で、情報システム標準化法へ

対応したシステムへの移行にかかる経費として債務負担行為を設定し

ましたが、移行作業の遅延から稼働時期が後年度に延期することが決

定したため、債務負担行為を廃止します。 

 

次に、杵築市ケーブルテレビ事業特別会計補正予算（第４号）につ

いては、消費税還付金と基金利子をケーブルテレビ事業基金に積み立

てるため、２，１９２万円の増額、山香・大田地域ＦＴＴＨ化更新の

民設への方針変更による伝送路更新業務委託料１，１２０万７千円を

減額し、補正後の歳入歳出総額を６億２，３０１万６千円としました。 

 

次に、杵築市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）については、

被保険者見込人数の増による保険給付費及び市立山香病院の療養環境

の改善による国の特別交付金の追加交付の繰出金など、４，４５８万

４千円増額し、補正後の歳入歳出総額を３３億１，５６８万５千円と

しました。 

 

次に、杵築市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）について

は、後期高齢者医療広域連合に納める保険料収納見込みの増額に伴い、
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１，７０９万９千円増額し、補正後の歳入歳出総額を６億５８６万４

千円としました。 

 

次に、杵築市介護保険特別会計補正予算（第４号）については、介

護サービスの利用者が減少する見込みであるため、２，２５２万９千

円減額し、補正後の歳入歳出総額を３８億１，０９７万３千円としま

した。 

 

次に、杵築市水道事業会計補正予算（第４号）については、資本的

収入及び資本的支出において、第１次拡張事業である令和７年度杵築

浄水場更新工事費の確定により減額補正しました。また、継続費補正

について、年割額を令和７年度は確定した額に、令和８年度は事業の

最終年であるため、令和６年度及び令和７年度の確定額を差し引いた

額に変更しました。 

 

次に、杵築市立山香病院事業会計補正予算（第３号）については、

収益的収入と資本的収入において、国、県の補助金、一般会計からの

繰入金、企業債の決算見込額を計上しました。収益的支出は、薬剤使

用量の増加及び価格上昇により増額しました。資本的支出においては、

医療機器の購入及び施設整備等の事業費確定により減額しました。 

 

以上、令和７年度一般会計及び各特別会計補正予算について、その

概要を申し上げました。 

 
続きまして、条例議案について、説明を申し上げます。 

 
まず、議案第１７号 杵築市行政組織条例の一部改正については、

公共施設のマネジメントを行財政改革と一体として進めるため、みら
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い都市創生課所管の業務の一部を財政課へ所管替えすることについて、

所要の改正を行うものです。 
 

次に、議案第１８号 杵築市コミュニティセンター条例の一部改正

については、東山香地区コミュニティセンター完成に伴い、所在地を

変更するため、所要の改正を行うものです。 
 

次に、議案第１９号 杵築市特別職の職員の給料月額の臨時特例措

置に関する条例の一部改正については、本市の財政状況を鑑み、市長、

副市長及び教育長の給料月額を減額するため、所要の改正を行うもの

です。 
 
次に、議案第２０号 杵築市職員の給与の特例に関する条例の制定

については、本市職員の給料水準を鑑み、給料月額を減額するため、

本条例を制定するものです。 
 

次に、議案第２１号 杵築市国民健康保険税条例の一部改正につい

ては、地方税法の改正により、子ども・子育て支援納付金課税額が創

設されたほか、基礎課税額の所得割及び平等割の税率を見直すなど、

所要の改正を行うものです。 
 

次に、議案第２２号 杵築市企業立地促進条例の一部改正について

は、条例の効力の期限を延長することで引き続き企業誘致を促進する

ため、所要の改正を行うものです。 
 
次に、議案第２３号 杵築市漁港管理条例の一部改正については、

近年の急激な物価高騰による漁港管理費用の増加に伴い、使用料等の

見直しを行うため、所要の改正を行うものです。 
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次に、議案第２４号 杵築市消防団員等公務災害補償条例の一部改

正については、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令

の一部改正に伴い、補償基礎額を改めるなど、所要の改正を行うもの

です。 
 

続きまして、一般議案について、説明を申し上げます。 
 
まず、議案第２５号 杵築市過疎地域持続的発展計画の変更につい

ては、計画期間終了に伴い、杵築市過疎地域持続的発展計画を変更す

る必要があるため、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法

第８条第１０項の規定において準用する同条第１項の規定により、議

会の議決を求めるものです。 
 
次に、議案第２６号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定

については、上
かみ

辺地において公共的施設の総合的な整備に関する財政

上の計画を定めるため、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財

政上の特別措置等に関する法律第３条第１項の規定により、議会の議

決を求めるものです。 
 

次に、議案第２７号 市道の路線認定については、谷本
たにもと

篠
しの

線
せん

の路線

認定をするため、道路法第８条第２項の規定により、議会の議決を求

めるものです。 
 
以上、提出いたしました予算議案１６件、条例議案８件、一般議案 

３件について、説明を申し上げました。 
 
何とぞ、慎重審議のうえ、ご賛同いただきますようお願い申し上げ
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ます。 
 
それでは、報告第１号及び報告第２号について、説明を申し上げま

す。 
 
まず、報告第１号 令和７年度杵築市一般会計補正予算（第１０号 

）の専決処分の承認を求めることについては、令和８年１月２３日に

衆議院が解散し、２月８日投開票の日程で、第５１回衆議院議員総選

挙及び第２７回最高裁判所裁判官国民審査が執行されることとなり、

その執行経費が早急に必要であったため、地方自治法第１７９条第１

項の規定により専決処分しましたので、同条第３項の規定により議会

に報告し、承認を求めるものです。 
 
次に、報告第２号 専決処分の報告については、本市職員が公務中

に起こした物損事故について、地方自治法第１８０条第１項の規定に

より専決処分しましたので、同条第２項の規定により議会に報告する

ものです。 
 
何とぞ、よろしくお願い申し上げます。 
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